
 
令和８年度 保育の職場体験 実施要領 

 
１ 事業の趣旨 

保育の仕事に関心のある者に対して、直接職場体験を行う機会を提供することで、実際の知

識や技術・技能に触れることを通して保育士として働く意義を理解し、就職に向けた選択や卒

業後の進路選択の参考にできるように、体験の場を提供することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会（以下「本会」という。） 

 

３ 調整機関 

  愛媛県福祉人材センター、愛媛県保育士・保育所支援センター 

 

４ 対 象 者 

  以下のうち、本会が認めるものとする。 

（１）保育の仕事に関心のある方 

（２）保育の仕事に就きたいと思う方 

（３）将来の進路の参考にしたい生徒・学生（中学生以上） 

 

５ 期  間 

  令和８年５月１日（金）～ 令和９年２月２６日（金）（この間の１～３日間） 

    

６ 体験内容・体験時間 

    体験希望者に保育所等の雰囲気や保育士の仕事内容を直接知ってもらう事を目的とし、次の

メニューを含め、実施する。 

 （１）プログラム 

①オリエンテーション（職場の概要や施設利用者の特性等を説明） 

    ②職場体験の振返り（体験実施後に感想及び質問の時間を持つ） 

    ③就職に向けた体験の場合は、採用募集の労働条件や採用試験等の説明をする。 

 （２）体験内容の例 

    ①園児や職員との交流 

    ②活動の補助 

 

７ 経費の負担等 

   参加費は無料とし、交通費及び昼食代は体験希望者の自己負担とする。 

 

８ 経費謝金 

    体験事業の完了報告書を受理後、１人あたり１日につき５,０００円を受入事業所に支払う。 

 

９ 申込方法 

     体験希望者は、申込前に誓約事項を確認後、実施希望日の１か月前までにホームページの申

込フォームに必要事項を入力し、申し込みを行う。 

     

10 受入決定 

本会が体験希望者及び受入事業所の長との日程調整を行い、調整後、体験希望者に対して受

入決定通知書（通知様式Ａ）を送付するものとする。事業所には受入依頼書（通知様式Ｂ）を

送付する。 

     

  11 保  険 

  本会が、全国社会福祉協議会の「ボランティア行事用保険」に加入し、体験者のケガの補償

及び賠償責任を補償する。 



 
12 個人情報の取り扱い 

   職場体験を受けた事業所は、職場体験中に知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。体

験を終えた後もまた同様とする。 

 

13 問合せ先 
愛媛県保育士・保育所支援センター（担当：川越・吉川） 

愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部 人材研修課 
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